
お知らせ

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

が
新
し
く
な
り
ま
す

　

現
在
お
持
ち
の
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
証
の
有
効
期
限
は
７
月
31
日（
土
）

で
す
。

　
対
象
と
な
る
人
に
は
、
７
月
下
旬
に

新
し
い
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

（
藤
色
・
カ
ー
ド
型
）を
世
帯
主
へ
郵
送

し
ま
す
。
た
だ
し
、
国
民
健
康
保
険
税

の
納
付
状
況
に
よ
っ
て
は
、
納
税
相
談

を
行
っ
た
あ
と
、
市
役
所
で
直
接
交
付

し
ま
す
。
新
し
い
被
保
険
者
証
が
届
い

た
ら
記
載
事
項
を
確
認
し
、
８
月
１
日

（
日
）以
降
に
医
療
機
関
を
受
診
す
る
際

は
、
新
し
い
被
保
険
者
証
を
提
示
し
て

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
社
会
保
険
な
ど
に
加
入
し
た

と
き
は
、
国
民
健
康
保
険
の
資
格
を
喪

失
す
る
手
続
き
を
早
急
に
行
っ
て
く
だ

さ
い
。
手
続
き
は
、
市
民
課
、
各
地
域

局
、
各
地
域
市
民
セ
ン
タ
ー
、
ま
た
は

成
羽
地
域
各
連
絡
所
で
行
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。
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民
課
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国
民
健
康
保
険 

限
度
額
適
用

認
定
証
な
ど
の
更
新
に
つ
い
て

　
現
在
お
持
ち
の
「
限
度
額
適
用
認
定

証
」「
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」「
限
度

額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

の
有
効
期
限
は
７
月
31
日（
土
）で
す
。

　
８
月
１
日（
日
）以
降
も
、
入
院
な
ど

で
高
額
な
医
療
費
が
か
か
る
場
合
は
、

更
新
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す（
自

動
更
新
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）。
限
度
額

適
用
認
定
証
な
ど
を
提
示
す
る
こ
と
で

自
己
負
担
限
度
額
ま
で
の
支
払
い
と
な

り
ま
す
。

申
請
場
所　
介
護
医
療
連
携
課
、
各
地

域
局
、
各
地
域
市
民
セ
ン
タ
ー

申
請
に
必
要
な
も
の　
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
証
、
世
帯
主
の
印
鑑
、
世
帯

主
と
本
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
分
か
る

も
の
、
手
続
き
を
す
る
人
の
本
人
確
認

書
類（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
や
運
転

免
許
証
な
ど
）
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介
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課
☎
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認定証の種類
と内容 負担軽減の内容 対象となる人

限度額適用 
認定証

医療費の窓口払いが
自己負担限度額まで

70 歳未満の人、70 ～
74 歳で現役並み所得者
Ⅰ・Ⅱの人

標準負担額 
減額認定証

食事代の標準負担額
が減額される

70 歳未満で住民税が
非課税世帯の人

限度額適用・
標準負担額 
減額認定証

医療費の窓口払いが
自己負担限度額まで
となり、食事代の標準
負担額が減額される

70 歳以上 75 歳未満
で低所得者Ⅰ・Ⅱの人

標準負担額減額認定証 限度額適用認定証

見
本

見
本

限度額適用・
標準負担額減額認定証

見
本

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
へ
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短
歌
短
歌  　
　
　
　

財財さ
い
さ
い

布布ふふ

無無なな

くく  

何何な
ん
な
ん

で
も
で
も
買買かか

え
る
え
る  

ア
プ
リ

ア
プ
リ
見見みみ

せせ  

つ
い
て

つ
い
て
行行いい

け
る
か

け
る
か  

デ
ジ
タ
ル

デ
ジ
タ
ル
進進し

ん
し
ん

化化かか　
　
　
　

池池い
け
い
け
田田だだ  

利利りり

恵恵ええ

子子ここ

さ
ん
（
落
合
町
阿
部
）

さ
ん
（
落
合
町
阿
部
）


